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10月25日国民投票の結果と経緯
2020 年 10 月 25 日、南米チリで新憲法制定の是非

及び、是とする場合の制憲メカニズムを問う国民投
票が実施された。なお、同国民投票は本来 4 月 26 日
の実施予定であったが、コロナ禍の影響で半年後ろ
倒しされての実施となった。事前の世論調査では 7
対 3 もしくは、6 対 4 で賛成有利と言われていたが、
蓋を開けてみると、「賛成（apruebo）」そして、構
成議員が全員民選となる「Convencion Contituyente

（制憲議会）」が共に 8 割近くの支持を集め「歴史的」
な勝利を挙げた （図 1）。右派が推進していた「反対

（rechazo）」票が 2 割に留まったことは、有権者の
35% を占める右派層の一部が賛成に回ったためとい
われている。今回の投票で「反対」が「賛成」を上回っ
た市区は、全国で 5 区のみであり、うち 3 区がサン
ティアゴ市の富裕層が多く居住する 3 区（ビタクラ、
ラス・コンデス、ロ・バルネチェア）であったことは、
社会階層による新憲法に対する見方の違いを象徴し
ている。

今次投票における「賛成」の勝利が「歴史的」と
形容される所以は、2012 年の義務投票廃止以降最高
の投票率（50.9%）を記録し、政治離れが進む若年層

（1980 年代後半から 90 年代生まれのミレニアル世代）
の参加が目立ったこと、つまり今次国民投票に対す
る国民の意識の高さといえる。

コロナ禍にもかかわらず高い投票率であったこと
は、投票結果に正当性を与えた。ピニェラ大統領は、

国民投票が円滑かつ平和裏に終了したことは国民と
民主主義の勝利、今後は賛成派と反対派が一体となっ
て国家安定の枠組みとなる新憲法に取り組むべき、
と今後 1 年半以上に及ぶ長い制憲プロセスの初日を
総括した。

今次国民投票は、2019 年 10 月 18 日、地下鉄運賃
の 30 ペソ値上げに反対する大規模抗議活動が皮切り
となって発生したチリ社会危機に端を発する。抗議
活動者の標語“No son 30 pesos, son 30 años” （30 ペ
ソではなく、30 年である）が示すように、この日サ
ンティアゴで爆発したのは、運賃値上げの不満のみ
ならず、民政移管後の 30 年間で蓄積された格差等の
社会不満であった。

抗議活動の大部分は平和的であったものの、暴徒
と警察隊の衝突、地下鉄駅やバスの焼き討ち、混乱
に乗じた略奪等の暴力行為も発生した。ピニェラ大
統領は翌 19 日、民政移管後災害時を除いては初とな
る緊急事態宣言を発令した。その後、年金・医療・
最低賃金引上げ等からなる一連の社会政策の発表を
もって事態収束を図ったが、抗議活動は全国に波及
し、25 日にはサンティアゴで、社会格差の是正、水
道や電気等基本サービスの民営化といった新自由主
義政策への反対、新憲法の制定等を求めて、参加者
120 万人以上の「チリ史上最大のデモ行進」が行わ
れたほか、30 日にはサンティアゴで開催予定だった
APEC（アジア太平洋経済協力）首脳会議と COP25（国
連気候変動枠組条約第 25 回締約国会議）の中止が発
表され、チリ社会危機は国内外を混乱の渦に巻き込
んだ。

格差の根本的な原因が軍事政権下で制定された現
行憲法であるとの世論を背景に、新憲法制定を求め
る声が高まり、11 月 15 日、与野党代表者による議
論の末、「社会平和及び新憲法に向けた合意（15-N）」
が署名され、新憲法制定にかかる国民投票の実施が
決定された。他方、大統領の辞任や年金、医療、教
育に関する要求をまとまりなく声高に訴える抗議活

新憲法への道を拓いたチリ国民投票と今後の展望
―新憲法の意義についての一考察―

渡辺 雄太

図1：投票結果（開票率99.88%）

出所：SERVEL（チリ選挙委員会）1
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動の熱は冷めることを知らず、チリの夏休みが始ま
る 12 月末まで断続的に継続した。また、11 月末時
点での大統領支持率は 12% まで急落した（最高は
2018 年 6 月時点で 60%）2。

今後の制憲プロセス
 「エル・メルクリオ」紙のコラムニスト、ペニャ

氏は、今次投票結果は、ミレニアル世代の若者が持
つ感性の勝利（El triunfo de una sensibilidad）であ
ると述べ、今次勝利は政治的イデオロギーではなく、
感性のもとの団結によりもたらされたことを懸念し、
新憲法に向けた具体的なアイデアの提案を今後の課
題としている 3。

新憲法のポイントとして、憲法学者らによる報告
書 4 では、先住民の認識、夜警国家からの脱却、経済的・
社会的権利の強化、財産権の制限などが挙げられて
いる。また、COES（対立及び社会団結研究センター）
のサンウエサ氏は、新憲法が平等な経済発展の枠組
みとなることを期待している。同氏は、GDP や貧困
率は経済発展レベルの把握にバイアスをかけうる不
完全な指標であるとし、新憲法において先住民の認
識、国民間格差の是正、無差別原則が規定されるこ

とを通じて、経済発展のコンセプト自体が変更され
ることが必要だと述べている 5。

これらの新憲法のアイデアを具現化する制憲プロ
セスは今後、①制憲議会議員選挙、②制憲議会にお
ける新憲法草案の審議・採択、③新憲法草案承認に
かかる二度目の国民投票、という過程を辿る。なお、

「出口の国民投票」と称される二回目の国民投票は、
義務投票であり、賛成多数で新憲法承認、反対多数
で現行憲法継続となる。

至近の焦点は、2021 年 4 月に行われる制憲議会議
員選挙である。新憲法草案の採択には 2/3 以上の賛
成が必要であり、野党会派がその票数を獲得できる
か、すなわち、与党会派が、1/3 を超える票数を獲
得できるかが注目される。現状、野党会派は一枚岩
ではなく、同選挙に向けた野党全会派の統一候補リ
スト作成が困難と想定される。

1988 年の国民投票がピノチェット退陣を決めたよ
うに、歴史を振り返ると、社会危機に際しては新た
な社会合意形成により危機を克服することが繰り返
されてきており、チリが直面している現状はある意
味、危機を乗り越える機会ともとれる。新憲法制定
がチリにとり、社会危機から民主的かつ平和的に脱
出し、壊れた信頼を再建する機会となることを願い
たい。

新憲法の意義についての一考察
最後に、現行憲法の問題点を概観したのち、新憲

法の意義を考察したい。
現行憲法はピノチェット軍事政権下の 1980 年に

制定され、今日に至るまで 42 回改正されてきた 6。
現行憲法は採択の是非こそ国民投票に付されたもの
の、新自由主義を制度的に保障している点、社会的
権利にかかる国の責任を規定しない憲法 6 である点、
起草段階において多様なセクターの参加がなかった 7

点から、その起源の正統性・民主性が疑われている。
さらに、現行憲法自体がピノチェット軍政期の負の
レガシーであるとして国民の反発も根強い 8。

Gargarella（2015）9, 10 は憲法を、民主主義と権利
に具体性を付与するもの、としていることから、現
行憲法が抱える問題は、国民が新憲法を求める正当
な理由となるだろう。

他方、結論から述べると、国民が新憲法をもって
達成したい主要な社会的要求である社会的権利の強

図2：今後の制憲プロセスフロー

出所：報道資料から執筆者作成
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化は、現行憲法下でも実現可能である。現行憲法第
19 条第 18 項では、同権利について、国は国民が基
本的利益を享受できることを保証することに努める、
また、そのサービスの提供機関の運営方式は公的、
民間を問わない、とされており、制度面について具
体的に規定していない。すなわち、国民が求める公
的年金制度の強化や、教育や医療の制度改革といっ
たことは法改正により対応可能であり、またそうす
ることを現行憲法は何ら否定していない。これはま
さに長期に及ぶ制憲プロセスとあわせ、右派が国民
投票への「反対」を推進していた主要な理由である｡

また、ベイヤー元教育大臣（第一次ピニェラ政権時）
は、先進各国の憲法は、最近になって要求された権
利などは規定されていないが、そういった国々では、
国家活動が経済的及び社会的転換の促進を可能にす
る政治秩序が社会的要求を満たすべく適切に機能し
ている、と述べている 11。つまり、国民が社会的要
求を託すべき先は新憲法ではなく、安定した政治秩
序を持つ議会であると言えるだろう。

では、今次投票における「賛成」の勝利は何を意
味するのだろうか。それは、民政移管後 30 年間で積
み重なった社会問題とともにピノチェット軍事政権
が残した負のレガシーと決別し、新しいチリへの道
に一歩踏み出すという国民の決意の表れである。新
憲法は社会的要求を満たす手段というよりも社会危
機という名を冠する革命の高揚感や自国に対する誇
り、格差・不平等に苦しんできた国民への連帯といっ
たポジティブな意識を可視化する手段として位置付
けられていると考えられる。

これらのポジティブな意識の表出が社会にもたら
しうる効果は、社会・地域における人々の信頼関係
や結びつきを表す概念である SC（ソーシャル・キャ
ピタル）を導入することで推察できる。SC の定義は
幅広いが、一般的には、人々の協調行動が活発化す
ることにより社会の効率性が高まるというものであ
る。

例えば、谷口ら（2008）12 では、「誇り」や「信頼」
といった SC が高いほど、自身が居住する地域のま
ちづくり施策を重要視する傾向があることがわかっ
ている。すなわち、今次「賛成」の勝利と新憲法が
もたらす「誇り」や「連帯」がチリ国民の SC とし
て蓄積されることで、今後の政治参加意識の向上や、
非合理的な破壊・暴力行為に対する拒絶につながり、
結果的にチリ社会の利益をもたらすことが期待でき

る。
新憲法はチリ国民の社会的要求を満たす手段の一

つに過ぎない。一方で、新憲法がもたらす「誇り」や「連
帯」といったポジティブな意識の表出は、チリ社会
における SC 形成に寄与することが期待される。以
上より、新憲法の意義は、社会的要求を満たす手段
というよりむしろ、チリ社会において目に見えない
資本である SC を形成するという点に見出すことが
できると言えるだろう。

（本稿は執筆者個人の意見であり、在チリ大使館、
外務省の見解を述べたものではない。）
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